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「福岡県障害者長期計画」及び「福岡県障害者福祉計画（第３期）」を策定

も く じ ／通巻140号

　福岡県では、福岡県障害者長期計画（計画期間：H16～H26）及び福岡県障害者福祉計画（計画期間：
H24～H26）の終了に伴い、県内の障害者の状況や障害者基本法、障害者総合支援法に基づき２つの
計画を新たに策定しました。
　この計画の主なポイントを紹介します。

 障害者長期計画（H27～H32）の主なポイント

　障害者長期計画とは、障害者基本法に基づく法定計画であり、障害者の自立及び社会参加の支援
等の施策を総合的、計画的に推進するための基本的な計画のことです。
　〔主なポイント〕
　　・�近年頻発する自然災害や障害者を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、分野別施策に「安全・安

心（防災、防犯、消費者保護）」「差別の解消及び権利擁護の推進」「行政サービス等における配慮」
の３分野を新設。

　　・まごころ製品（障害者がつくる製品やサービス）の販売促進により障害者の収入向上を支援。

障害者福祉計画（第３期：H27～H29）の主なポイント

　障害者福祉計画とは、障害者総合支援法に基づく法定計画であり、障害福祉サービス及び相談支
援並びに地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画のことです。
　〔主なポイント〕
　　・身体障害者、知的障害者、精神障害者に加え、「難病患者等」を計画対象の障害者の範囲とした。
　　・�「福祉施設入所者の地域生活への移行」などの諸課題に対し、平成29年度までの数値目標を設

定し、公営住宅活用やグループホーム創設による住まいの場の確保等の対応策を実施。
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推進」「行政サービス等における

がつくる製品やサービス
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の場の確保等の対応策を
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福岡県障害者長期計画及び福岡県障害者福祉計画（

福岡県障害者長期計画及び福岡県障害者福祉計画

い、県内の障害者の状況や障害者基本法、

計画を新たに策定しました。 
については、近年頻発する自然災害や障害者を

分野別施策に「安全・安心」「差別の解消及

における配慮」の３分野を新設しました。

やサービスの販売促進により障害者の収入向上を支援

います。 
障害者福祉計画については、「難病患者等」を計画対象の

の地域生活への移行」などの諸課題に対し

設定し、公営住宅活用やグループホーム創設

を実施することが主なポイントとなっています

につづく 

（第３期）を策定 

福岡県障害者福祉計画が平成２６年

、障害者総合支

を取り巻く社会

解消及び権利擁護の

。また、障害者

支援することが

の範囲としたこ

し、平成２９年

創設による住まい

なポイントとなっています。 



１　障害者長期計画のポイント
⑴計画の対象者の新設
　�　改正障害者基本法（平成23年８月）における障害者の
定義見直しを踏まえ、「計画の対象者」を明記
⑵基本目標の拡充
　〇基本目標　
　　�　「障害のある人もない人も等しく基本的人権を享有す
るかけがけのない個人として尊重されるという理念に
のっとり、障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の
実現」

⑶基本的視点の見直し
　①障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援
　②地域社会における共生等
　③障害を理由とする差別の解消
　④当事者本位の総合的な支援
　⑤障害特性等に配慮した支援
　⑥アクセシビリティの向上
　⑦総合的かつ計画的な取組の推進
⑷分野別施策の新設等
　①新設した分野
　　○安全・安心（防災、防犯、消費者保護）
　　○差別の解消及び権利擁護の推進
　　○行政サービス等における配慮
　②既存分野の拡充
　　○　「教育の充実、文化芸術活動・スポーツ等の振興」
　　○　「雇用・就業機会の確保、経済的自立の支援」
⑸福岡県独自の取り組み
　①雇用・就業機会の確保、経済的自立の支援
　　�・�障害者の収入向上のため、「まごころ製品（障害者がつ

くる製品やサービス）」を販売促進。

　　・�民間企業によるまごころ製品の購入促進のため、まご
ころ製品を購入した企業を「障害者応援まごころ企業」
として県が認定。

　②安全・安心（防災、防犯、消費者保護）
　　・�聴覚障害がある方や話し言葉によるコミュニケーショ

ンが困難な方のため、交番、駐在所、パトカーにコミュ
ニケーション支援ボードを設置。

２　障害者福祉計画のポイント
⑴計画対象者の見直し
　�　身体障害者・知的障害者・精神障害者に加え、「難病患
者等」を計画対象の障害者の範囲とした。
⑵数値目標
　�　国の基本指針の見直しを踏まえ、次について数値目標を
設定
　①福祉施設から地域生活への移行促進
　　ア　施設入所者の地域生活への移行
　　イ　施設入所者数の削減
　②精神科病院から地域生活への移行促進
　③福祉施設から一般就労への移行促進
　　ア　福祉施設から一般就労への移行
　　イ　就労移行支援事業所の就労移行率
　④地域生活支援拠点等の整備（新規）
　　�　障害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機
会・場、緊急時の受入・対応、専門性、地域の体制づく
り等）の集約等を行う拠点等を整備

⑶障害児支援体制の整備（新規）
　�　障害児について、通所支援、入所支援、相談支援の各必
要量を別途見込み、サービス確保のための方策を提示
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 タイトル：平成２７年３月に「福岡県障害者長期計画」及び「福岡県障害者福祉計画（第３期）」

を策定しました。 

 本文： 

本県では、国際障害者年を契機として、昭和５７年に「福岡県障害者福祉長期行動計画」を策定

し、平成７年３月には「福岡県障害者福祉長期計画」を策定、平成１６年３月には「新福岡県障害

者福祉長期計画」を策定し、ノーマライゼーションの理念のもと、障害者施策を総合的かつ計画的

に推進してきました。 
また、平成１１年２月に、福岡県障害者福祉長期計画の重点施策実施計画として、「ふくおか障

害者プラン」を策定し、平成１６年３月には、福岡県障害者福祉長期計画の重点施策実施計画とし

て「ふくおか障害者プラン（前期）」を策定しました。平成１８年には、障害者自立支援法に基づ

く「福岡県障害福祉計画（第１期）」を策定し、平成２１年には「ふくおか障害者プラン」と「福

岡県障害福祉計画」を一体化した「福岡県障害者福祉計画」を策定しました。近年においては、平

成２４年５月に、「福岡県障害者福祉計画（第２期）」を策定し、その中で必要な障害福祉サービス

や相談支援などの必要見込量を算定し、地域において適切なサービスを提供できる体制の整備に計

画的に取り組んできました。 
今回策定された両計画は、障害者の自己決定の尊重や意思決定の支援、障害を理由とする差別の

解消、障害特性等に配慮した支援など、７つの基本的視点を掲げた長期計画及び、障害福祉サービ

ス等の見込量や提供体制の確保策、目標等について定めた福祉計画となっています。 
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３
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わ
せ
先
〕

福
岡
県
障
害
者
福
祉
課　

自
立
支
援
係

Ｔ
Ｅ
Ｌ 
０
９
２
・
６
４
３
・
３
２
６
３

Ｆ
Ａ
Ｘ 
０
９
２
・
６
４
３
・
３
３
０
４

【
参
照
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

福
岡
県
▼
健
康
・
福
祉
▼
障
害
者
福
祉

▼
【
障
害
者
支
援
施
設
及
び
日
中
活
動

系
サ
ー
ビ
ス
】
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
等
申
請
書
類
及
び
関
係
通
知

等
▼
２ 

指
定
関
係
通
知
に
つ
い
て
▼

ウ 

就
労
関
係
通
知

Ｂ型事業利用希望者の利用相談から利用後までの流れ
〇�就労アセスメントが必要な者が就労継続支援Ｂ型事業の利用を希望する場合のサービス利用
　相談から利用後までのおおまかな流れは以下のとおりです。

Ｂ
型
事
業
利
用
希
望
者
が
市
町
村
窓
口
へ
相
談

相談支援
事業所

相
談
支
援

就
労
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
た
め
の　

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
の
作
成

相談支援
事業所

相
談
支
援

Ｂ
型
利
用
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
等

利
用
計
画
案
の
作
成　
　
　
　
　

市町村

暫
定
支
給
決
定

市町村 相談支援
事業所

就労移行支援
事業所

①就労アセスメント
②評価結果まとめ　

相談支援事業所が就労
移行支援事業所に連絡
し、就労アセスメント
の実施について調整。

相談支援事業所は就労アセス
メント結果を参考に、利用者の
ニーズを踏まえた適切な利用
のための相談支援を実施。

相談支援事業所は、アセスメント結果を参
考にしつつモニタリングを実施。「一般就労
の希望がある」「一般就労の可能性がある」
場合は、障害者就労・生活支援センター等
と協力し、一般就労への移行支援を実施。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

Ｂ型事業
利用開始

支
給
決
定

Ｂ型事業の利用に
係る支給決定

就労移行支援事業所
によるアセスメント
に係る暫定支給決定
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３頁  

 

 タイトル：就労継続支援Ｂ型事業利用手続きが変更されました 

 本文： 

平成２７年３月末までの経過措置として、特別支援学校卒業者等が就労継続支援Ｂ型事業を利用

する場合、自立支援協議会等からの意見を徴することにより、一般就労への移行等が困難と市町村

が判断した場合には、就労移行支援事業所等によるアセスメントを経ずに就労継続支援Ｂ型事業を

利用することが可能となっていました。 
平成２７年４月からは、就労継続支援Ｂ型事業の利用者について、就労面のアセスメントを就労移

行支援事業所等が行うことが必須となりました。 
ただし、平成２７年３月以前からの就労継続支援Ｂ型事業利用者については、改めて就労移行支援

事業所等によるアセスメントを受けなくとも、平成２７年４月以降も引き続き利用することが可能

です。 
この度、厚生労働省では就労移行支援事業所等によるアセスメントの目的や活用方法、各支援機

関の連携による就労支援や連携体制の構築等について、アセスメントにおけるＱ＆Ａを含め取りま

とめた「各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル」を作成し、各支援機関等に周知して

います。詳しくはお住まいの市町村窓口にお問い合わせください。 
 
施策に関する問い合わせ先は福岡県障害者福祉課 自立支援係あて 
電話番号 092－643－3263、ファックス番号 092－643－3304 
 
 
３頁おわり 



レ
ス
パ
イ
ト
ケ
ア
情
報
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
を
作
成
し
ま
し
た

　

福
岡
県
が
市
町
村
の
協
力
を
得
て
、

在
宅
で
重
症
心
身
障
害
児
・
者
を
対
象

と
し
た
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
短
期
入

所
を
利
用
し
て
い
る
と
答
え
た
方
は
約

４
割
に
と
ど
ま
り
、
相
談
窓
口
や
サ
ー

ビ
ス
内
容
の
情
報
が
不
足
し
て
い
る
と

の
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
在
宅
で
重
症
心
身
障
害
児
・
者

の
介
護
を
行
っ
て
い
る
ご
家
庭
の
負
担

を
和
ら
げ
る
支
援
策
「
レ
ス
パ
イ
ト
ケ

ア
」
の
拡
充
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
居
宅
へ
の
訪
問
サ
ー
ビ

ス
や
施
設
へ
の
通
所
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

の
ほ
か
、
平
成
26
年
12
月
か
ら
は
、
新

た
に
８
箇
所
の
医
療
型
短
期
入
所
事
業

所
で
の
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
、
全
13
障

害
保
健
福
祉
県
域
に
お
い
て
、
短
期
入

所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
サ
ー
ビ
ス
が

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
重
度
心
身
障
害
児
・
者
の
ご

家
族
の
方
が
、
レ
ス
パ
イ
ト
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
を
有
効
に
活
用
で
き
る
よ
う
、�

受
け
入
れ
側
の
福
祉
施
設
や
医
師
の
声

な
ど
を
基
に
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
や
利
用

手
続
き
、
相
談
窓
口
等
に
関
す
る
基
本

的
な
情
報
を
一
冊
に
ま
と
め
た
「
レ
ス

パ
イ
ト
ケ
ア
情
報
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
が

作
成
さ
れ
ま
し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。

　
「
レ
ス
パ
イ
ト
ケ
ア
情
報
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
」
で
は
、
レ
ス
パ
イ
ト
ケ
ア
の

活
用
方
法
や
サ
ー
ビ
ス
利
用
手
続
き
の

流
れ
、「
障
害
児
の
親
と
な
り
何
か
ら

始
め
た
ら
い
い
か
」、「
介
護
や
子
育
て

で
悩
み
を
持
つ
家
族
の
話
を
聞
き
た

い
」、「
経
済
的
支
援
制
度
に
つ
い
て
知

り
た
い
」
な
ど
、
親
た
ち
が
抱
え
る
悩

み
や
疑
問
を
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
紹
介
し
て

い
る
ほ
か
、
自
宅
や
通
所
、
短
期
入
所

で
活
用
で
き
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
親
の

会
の
連
絡
先
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
各
市
町
村
、
各

保
健
福
祉
（
環
境
）
事
務
所
、
児
童
相

談
所
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
ほ

か
、
福
岡
県
福
祉
労
働
部
障
害
者
福
祉

課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
音
声
コ
ー
ド
が
付
い
て

い
ま
す
の
で
、
視
覚
障
害
者
に
も
活
用

い
た
だ
け
ま
す
。

　

福
岡
県
で
は
、
重
症
心
身
障
害
児
・

者
の
ご
家
族
が
短
期
入
所
や
通
所
サ
ー

ビ
ス
等
を
利
用
す
る
こ
と
で
在
宅
介
護

に
伴
う
常
時
の
介
護
や
医
療
的
ケ
ア
の

【主な内容】
・レスパイトケア、重症心身障害の定義
・ケース別、Q＆Aによるレスパイトケアにつながる支援策の紹介
・レスパイトケアに活用できる制度の紹介
・障害福祉サービス等の利用の手続きに関する説明
・市町村、その他相談窓口等の紹介
・その他支援制度（医療費、手当、各種割引）について紹介

福岡県ホームページ：レスパイトケア情報ハンドブック で検索

負
担
が
軽
減
さ
れ
、
ご
家
族
で
共
に
暮

ら
せ
る
喜
び
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
今
後
も
レ
ス
パ
イ
ト
ケ
ア
の
拡
充

を
進
め
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
生
活
い
た
だ
け
る
共
助
社
会
を
目
指

し
て
い
き
ま
す
。

　

次
頁
で
は
、
医
療
型
短
期
入
所

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
事
業
所
一
覧
（
平

成
27
年
４
月
１
日
現
在
）
を
紹
介
し
ま

す
。
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希

望
さ
れ
る
ご
家
族
は
、
お
住
ま
い
の
市

町
村
障
害
福
祉
担
当
課
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

〔
問
い
合
わ
せ
先
〕

福
岡
県
障
害
者
福
祉
課　

社
会
参
加
係

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
９
２
・
６
４
３
・
３
２
６
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Ｆ
Ａ
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・
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４
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４頁  

 

 タイトル：レスパイトケア情報ハンドブックを作成しました 

 本文： 

 現在、福岡県では在宅で重症心身障害児者の介護をおこなっているご家庭の負担を和らげる支援

策「レスパイトケア」の拡充に取り組んでいます。平成２６年１２月からは、新たに８箇所の医療

型短期入所事業所でのサービスを開始し、全１３障害保健福祉県域において、短期入所サービスが

利用できるようになりました。 
 また、重度心身障害児者のご家族のかたが、レスパイトケアサービスを有効に活用できるよう、

サービス内容や利用手続き、相談窓口等に関する基本的な情報を一冊にまとめた「レスパイトケア

情報ハンドブック」を作成されましたので紹介します。 
 「レスパイトケア情報ハンドブック」では、レスパイトケアの活用方法やサービス利用手続きの

流れ、親たちが抱える悩みや疑問をＱ＆Ａ形式で紹介しているほか、自宅や通所、短期入所で活用

できる福祉サービスや親の会の連絡先も掲載しています。 
 ハンドブックは、各市町村、各保健福祉環境事務所、児童相談所で受け取ることができるほか、

福岡県福祉労働部障害者福祉課ホームページから印刷することもできます。音声コードが付いてい

ますので、視覚障害者にも活用いただけます。 
福岡県では、重症心身障害児者のご家族が短期入所や通所サービス等を利用することで、在宅介

護に伴う常時の介護や医療的ケアの負担が軽減され、ご家族で共に暮らせる喜びを感じていただけ

るよう、今後もレスパイトケアの拡充を進め、住み慣れた地域で安心して生活いただける共助社会

を目指していきます。 
 
問い合わせ先は福岡県障害者福祉課 社会参加係あて 
電話番号 092－643－3264、ファックス番号 092－643－3304 
 
次頁では、平成２７年４月１日現在の医療型短期入所事業所一覧を紹介します。 
 
 
 
 
４頁おわり 



　福岡県では、平成26年12月から新たに８カ所の医療型短期入所事業所がサービ
スを開始しました。現在は、下記13障害保健福祉圏域（28施設）において、短期入所
（ショートステイ）サービスが利用できます。

〈重症心身障害児・者が利用可能な短期入所事業所について〉

医療型短期入所事業を実施している施設 （H27.4.1現在）

圏 域 施 設 名 法 人 名 所 在 地 電 話 番 号

福岡・糸島

1 独立行政法人　国立病院機構
福岡病院

独立行政法人　国立病院機構
福岡病院 福岡市南区屋形原4-39-1 092-565-5534

2 小さなさんかく 医療法人　小さな診療所 福岡市博多区吉塚1-27-7 092-409-3290

3 地域生活ケアセンター
小さなたね 医療法人　にのさかクリニック 福岡市早良区梅林6-23-3 092-872-1136

4 医療法人
西福岡病院療養病棟 医療法人　西福岡病院 福岡市西区生の松原3-18-8 092-881-1331

5 医療法人　
福岡桜十字友愛病院 医療法人　福岡桜十字 福岡市中央区渡辺通3-5-11 092-271-3300

6 医療法人　原土井病院 医療法人　原土井病院 福岡市東区青葉6-40-8 092-691-3881

7 療養介護事業所　虹の家 一般社団法人　あきの会 福岡県福岡市博多区千代1-15-10 092-651-7325

粕屋

8 独立行政法人　国立病院機構
福岡東医療センター

独立行政法人　国立病院機構
福岡東医療センター 古賀市千鳥1-1-1 092-943-2331

9 福岡県立粕屋新光園 福岡県 糟屋郡新宮町緑ケ浜4-2-1 092-962-2231

10 久山療育園
重症児者医療療育センター

社会福祉法人
バプテスト心身障害児（者）を守る会 糟屋郡久山町大字久原1869 092-976-2281

11 医療法人　泯江堂三野原病院 医療法人　泯江堂三野原病院 糟屋郡篠栗町金出3553 092-947-0040

宗像
12 よつづか 一般社団法人　宗像医師会 宗像市田熊5-5-6 0940-37-0681

13 水光苑 医療法人社団　水光会 福津市日蒔野5-7-2 0940-42-2221

筑紫 14 リハビリハイツ
アシスト桜台 医療法人　牧和会 筑紫野市常松456-2 092-923-8800

甘木・朝倉 15 城山荘 医療法人社団　 うら梅の郷会 朝倉郡筑前町大久保501 0946-22-1051

久留米
16 ゆうかり医療療育センター 社会福祉法人　ゆうかり学園 久留米市田主丸町中尾1272-1 0943-73-0152

17 医療福祉センター
聖ヨゼフ園 社会福祉法人　慈愛会 三井郡大刀洗町大字山隈374-1 0942-77-1393

八女・筑後 18 クリーンパル・ゆう 医療法人　清友会 筑後市西牟田6363-2 0942-52-1181

有明
19 独立行政法人　国立病院機構

大牟田病院
独立行政法人　国立病院機構
大牟田病院 大牟田市橘1044-1 0944-58-1122

20 柳川療育センター 社会福祉法人　高邦福祉会 柳川市上宮永町284-2 0944-73-0039

飯塚 21 嘉麻赤十字病院 日本赤十字社　福岡県支部 嘉麻市上山田1237 0948-52-0861

直方・鞍手 22 すこやか 医療法人社団　温故会 直方市頓野975 0949-26-7550

田川 23 方城療育園 社会福祉法人　方城福祉会 田川郡福智町弁城4193-15 0947-22-5888

北九州

24 やまびこ学園 社会福祉法人　杏和会 北九州市小倉南区大字木下608 093-451-6262

25 北九州市立
総合療育センター足立園

社会福祉法人
北九州市福祉事業団 北九州市小倉南区春ケ丘10-2 093-922-5596

26 ひなた家 社会福祉法人　絆の会 北九州市八幡西区真名子2-2-12 093-618-7566

京築
27 博愛苑 医療法人　博愛会 京都郡苅田町大字提字唐松2781 093-436-0743

28 ほうらい山荘 社会福祉法人　周防学園 豊前市大字四郎丸1690-3 0979-83-1155
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甘木・朝倉圏域 

城山荘 住所 朝倉郡筑前まち大久保５０１ 

連絡先 0946-22-1051 

久留米圏域 

ゆうかり医療療育センター 住所 久留米市田主丸町中尾１２７２の１ 

連絡先 0943-73-0152 

医療福祉センター 聖ヨゼフ園  住所 三井郡大刀洗町大字山隈３７４の１ 

連絡先 0942-77-1393 

八女・筑後圏域 

クリーンパル・ゆう 住所 筑後市西牟田６３６３の２ 

連絡先 0942-52-1181 

有明圏域 

大牟田病院 住所 大牟田市橘１０４４の１ 

連絡先 0944-58-1122 

柳川療育センター 住所 柳川市かみ宮永町２８４の２ 

連絡先 0944-73-0039 

飯塚圏域 

嘉麻赤十字病院 住所 嘉麻市上山田１２３７ 

連絡先 0948-52-0861 

直方・鞍手圏域 

すこやか 住所 直方市頓野９７５ 

連絡先 0949-26-7550 

田川圏域 

方城療育園 住所 田川郡福智まち弁城４１９３の１５ 

連絡先 0947-22-5888 

北九州圏域 

やまびこ学園 住所 北九州市小倉南区大字きのした６０８ 

連絡先 093-451-6262 

北九州市立総合療育センター足立園 住所 北九州市小倉南区春ケ丘じゅうの２ 

連絡先 093-922-5596 

ひなたけ 住所 北九州市八幡西区真名子２の２のじゅうに 

連絡先 093-618-7566 

京築圏域 

博愛苑 住所 京都郡苅田町大字ひさげあざ唐松 2781 

連絡先 093-436-0743 

ほうらい山荘 住所 豊前市大字四郎丸１６９０の３ 

連絡先 0979-83-1155 

 

５頁おわり。 

５頁  

 

 タイトル：レスパイトケア情報ハンドブックを作成しました 

 本文： 

このコードでは、現在の医療型短期入所事業所一覧を圏域別に紹介します。 

医療型短期入所事業所における短期入所サービスのご利用を希望されるご家族は、お住まいの市

町村障害福祉担当課にご相談ください。 
 
福岡・糸島圏域 

福岡病院 住所 福岡市南区屋形ばる４の３９の１  

連絡先 092-565-5534 

小さなさんかく 住所福岡市博多区吉塚１の２７の７ 

連絡先 092-409-3290 

地域生活ケアセンター小さなたね 住所 福岡市早良区うめばやし６の２３の３  

連絡先 092-872-1136 

西福岡病院療養病棟 住所 福岡市西区いきの松原３の１８の８ 

連絡先 092-881-1331 

福岡桜十字友愛病院 住所 福岡市中央区渡辺通３の５のじゅういち 

連絡先 092-271-3300 

原土井病院 住所 福岡市東区青葉６の４０の８ 

連絡先 092-691-3881 

療養介護事業所虹の家 住所 福岡市博多区千代１の１５の１０ 

連絡先 092-651-7325 

粕屋圏域 

福岡東医療センター 住所 古賀市千鳥１の１の１ 

連絡先 092-943-2331 

粕屋新こう園 住所 糟屋郡新宮町緑ケ浜４の２の１ 

連絡先 092-962-2231 

久山療育園重症児者医療療育センター 住所 糟屋郡久山町大字久原１８６９ 

連絡先 092-976-2281 

泯江堂三野原病院 住所 糟屋郡篠栗町かないで３５５３ 

連絡先 092-947-0040 

宗像圏域 

よつづか 住所 宗像市田熊５の５の６ 

連絡先 0940-37-0681 

水光苑 住所 福津市日蒔野５の７の２ 

連絡先 0940-42-2221 

筑紫圏域 

リハビリハイツ アシスト桜台 住所 筑紫野市常松４５６の２ 

連絡先 092-923-8800 



ま
ご
こ
ろ
駐
車
場
の
適
正

利
用
を
お
願
い
し
ま
す

　

福
岡
県
で
は
、
支
え
合
い
、
助
け
合

う
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
民
間

施
設
や
公
共
施
設
の
障
害
者
等
用
駐
車

場
を「
ふ
く
お
か
・
ま
ご
こ
ろ
駐
車
場
」

と
位
置
づ
け
、
障
害
者
や
高
齢
者
、
妊

産
婦
な
ど
利
用
証
を
持
っ
た
人
が
安
心

し
て
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
使
え
る
制
度
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
「
ふ
く
お
か
・
ま
ご
こ
ろ
駐
車
場
」

の
対
象
と
な
る
障
害
者
の
方
に
は
、
ご

自
分
で
車
を
運
転
で
き
る
車
い
す
利
用

の
方
で
障
害
者
等
用
駐
車
場
で
な
け
れ

ば
車
い
す
が
降
ろ
せ
な
い
方
や
、
外
見

か
ら
は
障
害
が
分
か
り
づ
ら
い
内
部
障

害
の
方
で
長
い
距
離
を
歩
け
な
い
た
め

入
口
近
く
の
駐
車
場
で
な
け
れ
ば
困
る

方
な
ど
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
さ
ま

ざ
ま
な
障
害
を
有
す
る
方
へ
の
ご
理
解

を
い
た
だ
き
、
皆
様
お
一
人
お
ひ
と
り

の
思
い
や
り
、
ま
ご
こ
ろ
の
下
、
適
正

に
運
営
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

民
間
施
設
や
公
共
施
設
な
ど
に
お
い

て
、
下
記
マ
ー
ク
の
付
い
た
駐
車
場
に

「
ふ
く
お
か
・
ま
ご
こ
ろ
駐
車
場
利
用

証
」
の
な
い
車
が
駐
車
す
る
と
、
利
用

証
の
交
付
を
受
け
た
人
が
駐
車
で
き
ま

せ
ん
。
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
利
用
証
は
、
対
象
者
に
よ
り

色
が
違
い
ま
す
。
特
に
赤
色
の
利
用
証

を
お
持
ち
の
方
は
、
よ
り
幅
の
広
い
駐

車
場
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
配
慮

を
お
願
い
し
ま
す
。

○�

赤
色
（
車
い
す
常
時
利
用
の
身
体
障

害
者
で
自
ら
運
転
す
る
人
）

○�

緑
色（
身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
者
、

高
齢
者
、
難
病
者
）

○
オ
レ
ン
ジ
色
（
妊
産
婦
・
け
が
人
）

【利用証交付対象者】
　○身体障害者手帳（視覚障害４級以上、聴覚障害３級以上、平衡機能障害５級以上、
　　上肢機能障害２級以上、下肢・移動機能障害６級以上、体幹機能障害５級以上、
　　内部の機能障害４級以上）、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級所持者
　○特定医療費（指定難病）受給者（小児慢性特定疾病医療受給者を含む。）
　○介護保険要介護１以上の人
　○妊娠７か月から産後３か月までの人
　○けがで車いす・杖などを使用している人

【利用証申請窓口】
　福岡県：福祉労働部障害者福祉課、保健福祉（環境）事務所
　北九州市及び福岡市：各区役所
　大川市、福津市、うきは市、那珂川町、大木町、みやこ町

【問い合わせ先】
　福岡県福祉労働部障害者福祉課　社会参加係
　〒812-8577
　福岡市博多区東公園７-７　　TEL 092-643-3264　　FAX 092-643-3304
　※申請書ダウンロード先（福岡県ホームページ）： まごころ駐車場 で検索

（利用証には赤・緑・オレンジ
の３種類があります。)

駐
車
場
は
こ
の
ス
テ
ッ
カ
ー（
緑
）

が
目
印
で
す
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このコードでは、まごころ駐車場の利用証交付について紹介します。 

 

利用証交付対象者は、視覚障害４級以上、聴覚障害３級以上、平衡機能障害５級以上、上肢機能

障害２級以上、下肢・移動機能障害６級以上、体幹機能障害５級以上、内部の機能障害４級以上の

身体障害者手帳所持者、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級所持者、小児慢性特定疾病医療

受給者を含む特定医療費受給者、介護保険要介護１以上の人、妊娠７か月から産後３か月までの人、

けがで車いす・杖などを使用している人です。 

利用証申請については、福岡県福祉労働部障害者福祉課、各保健福祉環境事務所、北九州市及び

福岡市は各区役所、大川市、福津市、うきは市、那珂川町、大木町、みやこまちが窓口となってい

ます。 

問い合わせ先は、福岡県福祉労働部障害者福祉課 社会参加係あて 

電話番号 092-643-3264  ファックス番号 092-643-3304 

 

 

 

６頁おわり。 

６頁  

 

 タイトル：まごころ駐車場の適正利用をお願いします 

 本文： 

福岡県では、支え合い、助け合う地域づくりを進めるため、民間施設や公共施設の障害者とう用

駐車場を「福岡・まごころ駐車場」と位置づけ、障害者や高齢者、妊産婦など利用証を持った人が

安心して駐車スペースを使える制度を実施しています。 
 「福岡・まごころ駐車場」の対象となる障害者のかたには、ご自分で車を運転できる車いす利用

のかたで、障害者とう用駐車場でなければ車いすが降ろせないかたや、外見からは障害が分かりづ

らい内部障害のかたで、長い距離を歩けないため、入口近くの駐車場でなければ困るかたなどもい

らっしゃいます。さまざまな障害を有するかたへのご理解をいただき、皆様お一人おひとりの思い

やり、まごころのもと、適正に運営される必要があります。 
 民間施設や公共施設などにおいて、福岡・まごころ駐車場のステッカーの付いた駐車場に「福岡・

まごころ駐車場利用証」のない車が駐車すると、利用証の交付を受けた人が駐車できません。皆様

のご理解とご協力をお願いします。また、利用証は対象者により色が違います。特に赤色の利用証

をお持ちのかたは、より幅の広い駐車場が必要となりますので、ご配慮をお願いします。 
 
利用証には３種類あり、あかいろは車いす常時利用の身体障害者で自ら運転する人、緑色は身体・

知的・精神障害者、高齢者、難病者、オレンジ色は妊産婦・けが人となっています。 
 

 次のコードでは、まごころ駐車場の利用証交付について紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 



「
障
害
者
総
合
支
援
法
」の
対
象

疾
病
が
３
３
２
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た

　

平
成
27
年
７
月
１
日
に
「
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
（
※
１
）」
の
対
象
と
な
る

疾
病
が
、
１
５
１
か
ら
３
３
２
へ
拡
大

さ
れ
ま
し
た
。
対
象
と
な
る
方
は
、
障

害
者
手
帳
（
※
２
）
を
お
持
ち
で
な
く

て
も
必
要
と
認
め
ら
れ
た
支
援
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

※
１�

障
害
者
・
障
害
児
は
、
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
・
相
談
支
援
・
補

装
具
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業

（
障
害
児
は
、
障
害
児
通
所
支
援

と
障
害
児
入
所
支
援
も
含
む
）

※
２�

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳

●
対
象
と
な
る
方

対
象
疾
病
に
該
当
す
る
方（
Ｈ
Ｐ
参
照
）

※�

対
象
外
と
な
っ
た
疾
病
に
つ
い
て

も
、
す
で
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

支
給
決
定
を
受
け
て
い
る
方
は
引
き

続
き
利
用
可
能
で
す
。

●
サ
ー
ビ
ス
利
用
手
続
き

・�

対
象
疾
病
に
罹
患
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
証

明
証
（
診
断
書
な
ど
）

　

�

を
持
参
し
、
お
住
ま
い
の
市
区
町
村

の
担
当
窓
口
に
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

障
害
支
援
区
分
の
認
定
や
支
給
決
定

な
ど
の
手
続
き
後
、
必
要
と
認
め
ら

れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

　

�（
訓
練
系
・
就
労
系
サ
ー
ビ
ス
等
は
障
害
支
援

区
分
の
認
定
を
受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

詳
し
い
手
続
き
方
法
は
、
お
住
ま
い

の
市
区
町
村
担
当
窓
口
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
参
照
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
▼
政
策
に
つ
い
て

▼
分
野
別
の
政
策
一
覧
▼
福
祉
・
介
護

▼
障
害
福
祉
▼
障
害
者
総
合
支
援
法
の

対
象
疾
病
（
難
病
等
）

〔
問
い
合
わ
せ
先
〕

福
岡
県
障
害
者
福
祉
課　

自
立
支
援
係

Ｔ
Ｅ
Ｌ�

０
９
２
・
６
４
３
・
３
２
６
３

福
岡
県
福
祉
盲
人
大
会

障
害
者
雇
用
促
進
面
談
会

お知らせ

▼
日
　
時

　

平
成
27
年
９
月
27
日
（
日
）

▼
場
　
所

　

え
～
る
ピ
ア
久
留
米

　
（
久
留
米
市
諏
訪
野
町
１
８
３
０-

６
）

　

10
時
～
15
時
30
分

　
（
受
付
は
９
時
30
分
～
）
で
す
。

▼
対
象
者
　

　

県
内
に
在
住
す
る
視
覚
障
が
い
者
等

▼
参
加
費

　

一
人　

一
、
〇
〇
〇
円

　
（
弁
当
・
資
料
代
と
し
て
）

　

※
付
添
い
も
同
額
で
す
。

▼
内
　
容

　
�

式
典
、
記
念
講
演
、
体
験
発
表
、

　

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
な
ど

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

福
岡
県
盲
人
協
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ�
０
９
２
・
９
２
３
・
６
３
３
６

Ｆ
Ａ
Ｘ�
０
９
２
・
９
２
３
・
６
３
３
９

▼
参
加
費
　
無
料
（
履
歴
書
持
参
）

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

�

事
前
に
最
寄
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

会　　場 開催日時

【南部会場】
９/25（金）

久留米リサーチセンタービル
久留米市百年公園1-1

受付12:30～15:00
面談13:10～16:00

【筑豊会場】
10/14（水）

のがみプレジデントホテル
飯塚市新立岩12-37

受付13:00～14:30
面談13:30～16:00

【北九州会場】
10/22（木）

西日本総合展示場新館AIMビル３階
北九州市小倉北区浅野3-8-1

受付12:30～15:00
面談13:00～16:00

【福岡会場】
10/28（水）

福岡国際会議場
福岡市博多区石城町2-1

受付12:30～14:00
面談13:00～16:00
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７頁  

 

 タイトル：「障害者総合支援法」の対象となる疾病が拡大されました 

 本文： 

 障害者総合支援法における「障害福祉サービス等」の対象となる疾病が、１３０から１５１へ拡

大されました。 

 対象となるかたは身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでなくても、必要と

認められた支援が受けられますのでご確認ください。 

対象となるかたは、対象疾病に該当するかたです。 

なお、「劇症肝炎」「重症急性膵炎」は平成２７年１月から対象外となりました。 

手続き 

・対象疾病に罹患していることがわかる診断書などの証明証を持参し、お住まいの市区町村の担当

窓口へ利用に関する申請してください。 

・障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。 

ただし、訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません。 

・詳しい手続き方法は、お住まいの市区町村担当窓口にお問い合わせください。 

新たに対象となった疾病は、次の疾病です。 

ウルリッヒ病、遠位型ミオパチー、巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症、クリオピリン関連周期熱症

候群、好酸球性消化管疾患、コステロ症候群、再発性多発軟骨炎、CFC 症候群、自己貪食空胞性

ミオパチー、シャルコー・マリー・トゥース病、シュワルツ・ヤンペル症候群、全身型若年性特発

性関節炎、先天性きん無力症候群、先天性副腎低形成症、チャージ症候群、腸管神経せつ細胞僅少

症、TNF 受容体関連周期性症候群、特発性基底核石灰化症、肺静脈閉塞症・肺毛細血管腫症、非

典型溶血性尿毒症症候群、封入体きん炎、ブラウ症候群、ベスレムミオパチー、慢性特発性偽性腸

閉塞症、ルビンシュタイン・テイビ症候群 
 
 次のコードにつづく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  タイトル：福岡県福祉盲人大会のご案内 
 本文： 

日時 平成２７年９月２７日（日）１０時～１５時３０分 受付は９時半から 

場所 えーるピア久留米 住所 久留米市諏訪野町１８３０の６ 

参加対象者 県内に在住する視覚障がいしゃなど 

参加費 １人 １，０００円 付添いも同額です。 

内容 式典、記念講演、体験発表、アトラクションなど 

申込・問い合わせ先 福岡県盲人協会あて 

電話番号 092-923-6336、ファックス番号 092-923-6339 

 

  タイトル：障害者雇用促進面談会のご案内 
 本文： 

南部会場 ９月２５日（金）、久留米リサーチセンタービル 住所 久留米市百年公園１の１ 

受付は１２時３０分から１５時まで 面談は１３時１０分から１６時まで 

筑豊会場 １０月１４日（水）、のがみプレジデントホテル 住所 飯塚市新立岩１２の３７ 

受付は１３時から１４時 面談は１３時半から１６時 

北九州会場 １０月２２日（木）、西日本総合展示場新館 AIM ビル３階 住所 北九州市小倉

北区浅野３の８の１ 受付は１２時半から１５時、面談は１３時から１６時 

福岡会場 １０月２８日（水）、福岡国際会議場 住所 福岡市博多区石城町２の１ 

受付は１２時半から１４時 面談は１３時から１６時 

 

参加費は無料です。履歴書をご持参ください。また、参加される前に最寄のハローワークへお

問い合わせください。 

 

 

７頁おわり。 



「この子の願いをわかりたい」
からはじまる療育
堺市社会福祉事業団職員集団　著
出版：かもがわ出版

　堺市児童発達支援センター５園の「この子の
願いをわかりたい」からはじまる療育実践を紹
介。さまざまな障害をもつ子どもたちや保護者
とともに、遊びや生活を創造する営みを明らか
にする。

「災害時要援護者支援対策
～こころのバリアフリーをひろげよう～」
有賀 恵理　著　
出版：文眞堂

　電動車いすを使用する身体障がい者であり、
東日本大震災の被災県である茨城県在住の著者
が、社会のなかのバリアとバリアフリーや災害
時要援護者の実態を綴り、今後の災害に向けた
提言を行う。

「ぼくはアスペルガー症候群」

権田 真吾　著
出版：彩図社

　空気が読めない、冗談が通じない、人の話が聞
けない、同じミスを繰り返す、他人との距離感が
わからない…。アスペルガー症候群の著者が、少
年時代や会社勤め、家族のことなど、自身の体験
を綴る。

「てんかんの生活指導ノート～
生活の質を高めるためにすべきこと，
してはいけないこと」
中山 和彦　著
出版：金剛出版

●利 用 時 間 ９：００～１７：００
●休 館 日 月曜日（祝日の場合は翌日・第４月曜日は除く）
●貸 　 　 出 図書・ビデオ　合計１０点まで

※貸出の際は、クローバープラザ利用者カードが必要です。
※遠方の方や外出が困難な方のために配送での貸出返却も行っています。（送料実費負担）

●貸 出 期 間 ２週間以内
●問い合わせ先 福祉情報センター　〒８１６－０８０４　春日市原町３丁目１番地７

☎　０９２－５８４－３３３０　　FAX　０９２－５８４－３３１９

福祉情報センターでは、福祉に関する
図書・ビデオの閲覧・貸出を行っています。

　就学・就職・運転免許・結婚・
出産といった生活の知恵に関する
ことから、服薬・断薬・発作など
の治療についての事柄まで、てん
かんという病気への正しい理解と
当事者、家族がよりよく生きるた
めの生活指針を易しく解説する。
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３冊目 

「ぼくはアスペルガー症候群」 
権田 真吾 著 
出版：彩図社 

 
空気が読めない、冗談が通じない、人の話が聞けない、同じミスを繰り返す、他人との

距離感がわからないなど。アスペルガー症候群の著者が、少年時代や会社勤め、家族のこ

となど、自身の体験を綴る。 

 

４冊目 

 「てんかんの生活指導ノート 生活の質を高めるためにすべきこと，してはいけないこと」 

中山 和彦 著 
出版：金剛出版 
 

就学・就職・運転免許・結婚・出産といった生活の知恵に関することから、服薬・断薬・

発作などの治療についての事柄まで、てんかんという病気への正しい理解と当事者、家族

がよりよく生きるための生活指針を易しく解説する。 

 

 

８頁おわり 
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ほんだな 

 

福祉情報センターでは、福祉に関する図書・雑誌・ビデオの貸し出しを行っています。

ぜひご利用ください。 

利用時間は、９時から１７時まで、月曜日は休館日です。月曜日が祝日の場合は、翌日

が休館日となります。第よん月曜日は開館しています。 

貸出は、図書・ビデオ 合計１０点まで。２週間以内の返却をお願いします。 

遠方のかたや外出が困難なかたのために、配送での貸出、返却も行っております。 

 

お問い合わせは、福祉情報センター 電話番号 092-584-3330 までご連絡ください。 

 

こん号では、福祉情報センターにある４冊の図書を紹介します。 

 

１冊目 

「この子の願いをわかりたい」からはじまる療育 

堺市社会福祉事業団職員集団 著 

出版：かもがわ出版 
 
「この子の願いをわかりたい」からはじまる療育実践を紹介。さまざまな障害をもつ子

どもたちや保護者とともに、遊びや生活を創造する営みを明らかにする。 
 

 

２冊目 

「災害時要援護者支援対策 こころのバリアフリーをひろげよう」 

有賀 恵理 著  
出版：文眞堂 
 

電動車いすを使用する身体障がい者であり、東日本大震災の被災県である茨城県在住

の著者が、社会のなかのバリアとバリアフリーや災害時要援護者の実態を綴り、今後の

災害に向けた提言を行う。 

 

 

次のコードへつづく。 


